




本症の一次スクリーニングは尿をロ紙にしみ込ませて郵送し,dip 法または spot 法により

検査が行われている。一部地区ではロ紙より尿を抽出し,薄層クロマトグラフィー(TLC)や

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による検査法も施行されている。その結果,定性検査で

陽性または疑陽性の場合とTLCまたはHPLCでVMAまたはHVAが基準値以上を示した場合に

精密検査が行われることになる。しかしながら,一次スクリーニングは直接採尿でないため,

必ずしもその判定や定量値が正しいとはいえない。むしろ疑陽性(false positive)の例が

多いことは従来の報告からも明らかである、従って初回来院時より確定診断に必要な検査

をすべて実施することは対象児に対する侵襲その他の面で問題がある。そこで検査項目な

どの手順につき整理してみることゝする。 


